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資料４ 

資料３関連資料 

 

１ 障害者基本法 

（障害者基本計画等） 

第１１条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者基

本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害

者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な

計画（以下「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該

市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策

に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければなら

ない。 

４ 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意

見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、第３６条第１項の合

議制の機関の意見を聴かなければならない。 

６ 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たっては、第３６条第４項の合議制

の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては障害者

その他の関係者の意見を聴かなければならない。 

７ 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その

要旨を公表しなければならない。 

８ 第２項又は第３項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定

されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該

市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

９ 第４項及び第７項の規定は障害者基本計画の変更について、第５項及び前項の規

定は都道府県障害者計画の変更について、第６項及び前項の規定は市町村障害者計

画の変更について準用する。 

 

２ 障害者総合支援法 

（市町村障害福祉計画） 

第８８条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他

この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」とい

う。）を定めるものとする。 

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 (1) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目

標に関する事項 

 (2) 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支

援の種類ごとの必要な量の見込み 
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 (3) 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項

について定めるよう努めるものとする。 

 (1) 前項第２号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援

の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 

 (2) 前項第２号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援

及び同項第３号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、

公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の

関係機関との連携に関する事項 

４ 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の

状況を勘案して作成されなければならない。 

５ 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている

環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉

計画を作成するよう努めるものとする。 

６ 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第３３条の２０第１項に規定する市町村障害

児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 

７ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第１１条第３項に規定する市町村障害者計

画、社会福祉法第１０７条第１項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規

定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれた

ものでなければならない。 

８ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、第８９条の３第１項に規定する協議会（以下この項及び第８９条第７

項において「協議会」という。）を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又

は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなけれ

ばならない。 

１０ 障害者基本法第３６条第４項の合議制の機関[T1]を設置する市町村は、市町村障

害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴

かなければならない。 

１１ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第２項に

規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 

１２ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

都道府県知事に提出しなければならない。 
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３ 児童福祉法 

（市町村障害児福祉計画） 

第３３条の２０ 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援

の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する

計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 (1) 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

 (2) 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込 

  量 

３ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事

項について定めるよう努めるものとする。 

 (1) 前項第２号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

の確保のための方策 

 (2) 前項第２号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医

療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 

４ 市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の

状況を勘案して作成されなければならない。 

５ 市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環

境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害児福

祉計画を作成するよう努めるものとする。 

６ 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律第８８条第１項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成す

ることができる。 

７ 市町村障害児福祉計画は、障害者基本法第１１条第３項に規定する市町村障害者

計画、社会福祉法第１０７条第１項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の

規定による計画であって障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれた

ものでなければならない。 

８ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらか

じめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８９

条の３第１項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、

又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努

めなければならない。 

１０ 障害者基本法第３６条第４項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害

児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴

かなければならない。 

１１ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第２

項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 

１２ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を都道府県知事に提出しなければならない。 

 


